
資料１ 

 

保存活用推進行動計画の策定について 

 

 

１ 次期計画の目的と位置付け 

（１）策定の趣旨 

 ○現行計画の期間が令和５年度末で終了となることから、縄文遺跡群を取り巻く

情勢の変化等を踏まえ、現行計画を見直し、新たな行動計画を策定する。 

 

（２）計画期間 

 ①２０２４年度から２０２８年度までの５年間とする。 

②期間内に事業着手が困難であるものの、将来的に取組む必要があると考えられ 

る事業については、中期（２０２９～２０３３年度）及び長期（２０３４年度 

以降）として位置づけることを検討する。 

③本計画の進行管理にあたっては、社会経済情勢の変化や計画の進捗状況等を踏 

まえ、必要に応じて年度毎に内容を見直すなど、柔軟に対応する。 

 

 
※世界遺産登録後の関心の高まりを活かし、価値の伝達及び各構成資産への誘客・周遊促進に集中
的に取り組む期間として、重点取組期間（2022～2024年度）を設定。 

 

図１ 次期計画の期間 

 

 

（３）計画の位置付け 

 ①包括的保存管理計画に基づき、縄文遺跡群を一体的に保存・活用するための行 

動指針・計画として位置付ける。 

 ②北海道、青森県、岩手県、秋田県の行政運営指針である基本計画、文化振興に 

係る計画、構成資産を所管する地方公共団体が策定した保存活用計画や整備計 

画等との整合性を図る。 

  



（４）実施主体と推進体制 

 ①関係地方公共団体、民間団体、地域住民等が共通認識のもと、それぞれの立場

に応じて主体的、積極的に取組を進める。 

②計画全体の総合調整、進行管理、見直し等については、縄文遺跡群世界遺産本 

部が担う。 

 

 

図２ 行動計画の推進体制 

 

表１ 実施主体毎の役割 

実施主体 役割 
縄文遺跡群世界遺産本部 
縄文遺跡群世界遺産協議会 

・縄文遺跡群を一体的に保存・活用するために必要な施策
を企画し、実施する。 

北海道、青森県、岩手県、 
秋田県 

・各道県域内に所在する構成資産の保存・活用について指
導・助言・支援するほか、域内の構成資産を一体的に保
存・活用するために必要な施策を企画し、実施する。 

・地域住民、関連団体等が主体的に行う縄文遺跡群の保存・
活用に係る活動を支援する。  

構成資産を所管する地方公
共団体 

・各構成資産が目指す将来像を踏まえ、構成資産を保存・
活用するために必要な事業を企画し、実施する。  

・地域住民、関連団体等が主体的に行う縄文遺跡群の保存・
活用に係る活動を支援する。 

地域住民、関連団体等 
・縄文遺跡群の保存・活用に係る施策に主体的に参画、連
携・協力する。 

 

  



２ 次期計画の構成（案） 

第１章 策定の趣旨 

第１節 策定の趣旨 

第２節 計画期間 

第３節 計画の位置付け 

第４節 実施主体と推進体制 

 

第２章 世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の概要 

 第１節 縄文遺跡群の顕著な普遍的価値 

 第２節 守り、伝えるべき価値 

 

第３章 縄文遺跡群を取り巻く現状と課題 

 第１節 国内外の世界遺産の動向 

 第２節 縄文遺跡群の現状と課題  

 

第４章 基本方針 

 第１節 基本方針 

 第２節 施策の体系 

 

第５章 施策の展開 

 第１節 資産の保存管理 

  第２節 資産周辺の保全 

  第３節 調査研究の継続 

  第４節 価値の伝達と情報発信 

  第５節 受入態勢の充実・強化 

  第６節 地域社会との連携・協働 

 

付表 行動計画事業一覧 

 

 

  



表２ 現行計画と次期計画（案）の目次対比 

次期計画 現行計画 

第１章 策定の趣旨 

第１節 策定の趣旨 

第２節 計画期間 

第３節 計画の位置付け 

第４節 実施主体と推進体制 

第１章 策定の趣旨 

第１節 策定の趣旨 

第２節 実施期間 

第３節 事業の推進体制と進行管理 

第２章 世界遺産「北海道・北東北の縄文遺

跡群」の概要 

第１節 縄文遺跡群の顕著な普遍的価値 

第２節 守り、伝えるべき価値 

第２章 資産の概要 

第１節 資産の概要 

第２節 守り、伝えるべき価値 

第３章 縄文遺跡群を取り巻く現状と課題 

第１節 国内外の世界遺産の動向 

第２節 縄文遺跡群の現状と課題 

 

第４章 基本方針 

第１節 基本方針 

第２節 施策の体系 

第３章 基本方針及び施策の分類 

第１節 基本方針 

第２節 施策の分類 

第５章 施策の展開 

第１節 資産の保存管理 

第２節 資産周辺の保全 

第３節 調査研究の継続 

第４節 価値の伝達と情報発信 

第５節 受入態勢の充実・強化 

第６節 地域社会との連携・協働 

第４章 施策の展開 

第１節 資産の適切な保存管理 

第２節 緩衝地帯の保全 

第３節 調査研究の継続 

第４節 資産の価値の伝達と情報発信 

第５節 来訪者受入態勢の整備・強化 

第６節 地域社会との連携による保存・活用

の推進 

付表 行動計画事業一覧 

 

付表 行動計画事業一覧 

参考資料 

資料１ 検討の経過 

資料２ 縄文遺跡群来訪者動向調査結果 

 

 

 

３ 今後のスケジュール 

  別紙のとおり 



次期計画策定スケジュール

第１回策定作業部会（６月７日）
・第２回専門家委員会の意見
・次期計画の基本的な考え方
・縄文遺跡群を取り巻く現状と課題

第２回策定作業部会（７月上旬）
・次期計画素案
・個別の取組事項の整理・検討

第３回策定作業部会（８月）
・第３回専門家委員会の意見
・次期計画原案（事務局案）

第１回協議会（６月１９日）
・次期計画の基本的な考え方
・専門家委員会への報告事項

第３回専門家委員会（７月１８日）
・次期計画の基本的な考え方
・次期計画素案について意見聴取

行動計画策定作業部会（臨時部会） 縄文遺跡群世界遺産協議会 縄文遺跡群世界遺産専門家委員会

第４回策定作業部会（１０月）
・各自治体からの意見
・次期計画原案
・４道県・各構成資産の次期計画案

第５回策定作業部会（１～２月）
・第４回専門家委員会の意見
・次期計画原案（最終案）

第２回協議会（１１月頃）
・次期計画原案について協議
・各構成資産の次期計画案について
報告

第４回専門家委員会（１２月頃）
・次期計画原案について意見聴取
・各構成資産の次期計画案について
報告

意見照会（８～９月）
・次期計画原案について意見照会

次期計画策定・公表
（３月下旬）

４道県・各構成資産の行動計画事業一覧作成依頼（７～８月）

本部協議（３月、書面）
・次期計画原案について本部協議

策定作業部会の設置
（R5.5.16）

・作業部会構成員の推薦依頼
・協議会長が構成員を指名

必要に応じて文化庁協議、専門家委員会
委員への意見聴取を行う。

４道県・各構成資産の行動計画事業一覧提出


